
平成２９年第２２回福岡県教育委員会会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日時 

  平成２９年１２月１日（金）１３時３０分から１３時４２分まで 

 

２ 場所 

  福岡県庁４階 教育委員会会議室 

 

３ 出席委員 

  清家渉、久保田誠二､宮本美代子、前田惠理、木下比奈子、 

城戸秀明（教育長） 

 

４ 欠席委員 

  なし 

 

５ 出席事務局職員 

  教育次長 吉田法稔、理事 松尾圭子、総務部長 辰田一郎、 

教育企画部長 木原茂、教育振興部長 原田靖、総務課長 日高公徳、 

財務課長 山口洋志、教職員課長 平川真一、義務教育課長 田中直喜、 

体育スポーツ健康課長 寺崎雅巳 

 

６ 傍聴者等数 

  １名 

 

７ 会議 

１３時３０分、清家委員長が開会を宣言し、本日の議題について非公開発議

の有無の確認を行った。 

非公開の発議なく公開と決定された。 

 

（１）報告 

・教育費予算に対する意見の申出について（１２月補正分） 

山口財務課長から、平成２９年１２月定例県議会に提案される平成２

９年度一般会計補正予算のうち、教育に関する事務に係る部分の１２月

定例県議会提案について、知事から意見の聴取があり、福岡県教育委員会

の事務委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき教育長が臨時代

理したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めるものである旨

の説明があった。 



    これは、平成２９年７月九州北部豪雨により、被害を受けた国指定文化

財の災害復旧に要する経費及び久留米スポーツセンター陸上競技場の第

二種公認更新に係る改修に要する経費であるとの説明があった。 

清家委員長から、他の意見の有無を問い、これについては承認された。 

 

・福岡県立久留米スポーツセンター及び久留米市中央公園内体育施設等並

びに福岡県立スポーツ科学情報センターの指定管理者の指定に関する議

案の提案に対する意見の申出について 

  日高総務課長から、「福岡県立久留米スポーツセンター及び久留米市中

央公園内体育施設等並びに福岡県立スポーツ科学情報センターの指定管

理者の指定に関する議案」の１２月定例県議会提案について、知事から意

見の聴取があり、福岡県教育委員会の事務委任等に関する規則第４条第

１項の規定に基づき教育長が臨時代理をしたので、同条第２項の規定に

より報告し、承認を求めるものである旨の説明があった。 

清家委員長から、意見の有無を問い、これについては承認された。 

 

・条例の提案に対する意見の申出について 

  田中義務教育課長から、「福岡県個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例」の１２月定例県議会提案につい

て、知事から意見の聴取があり、福岡県教育委員会の事務委任等に関する

規則第４条第１項の規定に基づき教育長が臨時代理をしたので、同条第

２項の規定により報告し、承認を求めるものである旨の説明があった。 

この条例改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定による「行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる

「番号法」が一部改正され、条例の特定個人情報の提供に関する規定のう

ち、「教育委員会が、特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関

する事務を処理するために、知事に対して、生活保護に関する情報の提供

を求めることができる」旨の規定が番号法に追加されたことに伴い、条例

の当該規定を削除するものであるとの説明があった。 

清家委員長から、他の意見の有無を問い、これについては承認された。 

 

続いて日高総務課長から、「特定大規模災害等に対処するための特殊勤

務手当の特例に関する条例」の１２月定例県議会提案について、知事から

意見の聴取があり、福岡県教育委員会の事務委任等に関する規則第４条

第１項の規定に基づき教育長が臨時代理をしたので、同条第２項の規定

により報告し、承認を求めるものである旨の説明があった。 



この条例改正は、特定大規模災害等が発生した場合における国の措置

に鑑み、特殊勤務手当の特例を定めるものであるとの説明があった。 

清家委員長から他の意見の有無を問い、これらについては承認された。 

 

続いて平川教職員課長から、「福岡県公立学校職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例」の１２月定例県議会提案について、知事

から意見の聴取があり、福岡県教育委員会の事務委任等に関する規則第

４条第１項の規定に基づき教育長が臨時代理をしたので、同条第２項の

規定により報告し、承認を求めるものである旨の説明があった。 

この条例改正は、福岡県人事委員会の報告に鑑み、本県公立学校職員の

修学旅行等引率指導業務手当、対外運動競技等引率指導業務手当及び部

活動指導業務手当の額を２０％引き上げるものであるとの説明があった。 

清家委員長から他の意見の有無を問い、これらについては承認された。 

 

 

清家委員長が閉会を宣言し、１３時４２分閉会した。 


